
証券税制の変遷（概略-１） 
1953年度 

株式譲渡益は
原則非課税 

取引頻度や売
買回数が多い場
合、事業譲渡類
似の場合が総
合課税 

1989年度 

有価証券取引
税導入 

原則非課税から
課税化へ 

申告分離課税
か源泉分離課
税の2択式 

1999年4月 

有価証券取引
税廃止 

申告分離課税
は、税率26％ 

源泉分離課税
は、譲渡代金の
1.05％税率 

2001年10月 

100万円特別控
除 

1年間超保有し

た株式の譲渡益
の非課税枠 

2005年末 

1000万円までの
2002年中購入

に対する非課税
枠 

2年間保有
を前提に 

2007年末 

2003年 

廃止 

税率20％
に引下げ 

一時的非
課税措置 

※財務省資料などより作成 



証券税制の変遷（概略-２） 
2007年末 

申告分離課税 

2009年末 2011年末 2013年末 

税率20％
に引下げ 

2003年 

軽減措置 

税率10％ 

一時的 
軽減措置 

軽減措置 
1年延長 

2008年末 

特例措置として 
1年延長 

軽減措置 
2年延長 

軽減措置 
2年延長 

恒久的少額投資非課
税制度が出来るか？ 

平成25年度税制改
正要望（金融庁）では、 
 

○日本版ＩＳＡの恒久
化と制度の充実 
 

○金融商品に係る損
益通算範囲の拡大 


